
支えあい助け合う安心のまち

■関連指標の動向
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住み慣れた地域で安心して
暮らせるまちを目指します

責任部長 健康福祉部長

▶

生活保護を受給している被保護者のう
ち、65歳未満の就労支援対象者に対
して就労支援を行い、就労もしくは増
収に結び付いた件数

件 ストック ↗ 施策3 -

後期基本計画　基本方針評価調書（施策点検シート）まちづくりの基本目標

第３分野

基本方針４ 事業年度 令和6年度

責任課長 社会福祉課長

責 任 課 社会福祉課

主管課・関係課
社会福祉課、高齢福祉課、健康課、児童家庭課、総務
課、振興課、学校教育課、社会教育課

■施策の概要

施策３：生活困窮者の自立支援 【主管課：健康福祉部　社会福祉課】
心身の病気等により正規雇用がかなわず安定した収入が得られない人、また、様々な要因により自活する力が弱い人など、生活困窮に陥る
事情が複雑化しています。こうした困窮者に対し、寄り添い、支え、安定した生活を送ることができるように支援する体制が必要です。そのた
め、市と社会福祉協議会が連携して、生活困窮に陥るおそれのある人を早期に発見するための相談窓口を設置し、食料品や住居を確保す
るための資金援助等の緊急的な支援とともに、自立に向けた長期的な支援を行います。生活保護制度については、訪問等により対象者の
実態を把握し適正な運用に努めます。

施策１：地域ぐるみで支え合う仕組みづくりの推進 【主管課：健康福祉部　社会福祉課】
支援の必要な人が、家庭や地域の中で孤立しない社会をつくるためには、身近な相談窓口の設置や専門機関と連携した支援体制の強化
が必要です。また、公的サービスだけでは対応しきれない様々な生活課題に対し、地域に暮らす住民が「我が事」として受け止め、関係機関
と共に取り組んでいく包括的な支援体制の整備が求められています。そのため、社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の従来の福祉関
係者のほか、自治会や地域住民が一緒になって地域ぐるみで支える仕組みづくりを進めます。また、災害対策として、避難に支援が必要な
人の情報を日頃から地域の中で把握し、事前に支援内容を検討する体制の構築を図ります。

施策２：障がい者（児）福祉の充実 【主管課：健康福祉部　社会福祉課】
障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、必要な支援を受けながら生活できる環境が必要です。このため、障がい者
（児）に対する偏見や差別をなくし、障がいへの理解を深めるための働きかけや、日常生活に必要な福祉サービスの実施、医療機関や教育
機関と連携したライフステージに合わせた支援の充実に努めます。また、障がい者の経済的自立を目指して、就労に対する支援体制を強化
するなど、福祉の充実を図ります。
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▶
福祉活動に関わったことがある市民の
割合（まちづくりアンケート）

％ フロー ↗ 施策1
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(R2)

-

▶
防災訓練時に要支援者名簿を活用し
た自主防災会の割合（年間）

％ フロー ↗ 施策1 46.0 19.6%
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-▶
障害福祉サービスの満足度
（障がい福祉計画アンケート）

％ フロー ↗ 施策2

■決算データ及び構成事務事業の実施状況

173,854 9

 c：概ね順調に実施されているものの、目指す成果が表れていない事務事業

 d：実施状況及び目指す成果ともに停滞している事務事業

 a：順調に実施されており、成果が表れている事務事業

R5決算額（千円） R6決算額（千円）
構成事務事業の実施状況（R6）

3 生活困窮者の自立支援

 b：概ね順調に実施されており、一定の成果が表れている事務事業

635,361

1,558,748 271,911,737

小計

1 地域ぐるみで支え合う仕組みづくりの推進 44,187 41,527 3

施策名

小計

2 障がい者（児）福祉の充実 1,232,189 1,343,367 15



B
◎後期基本計画策定時の「目指す姿」

災害時において避難に支援を必要とする人に対する、地域
での支援体制の構築が求められています。

平常時から、地域において要支援者に対する支援方法が確立され、災
害時における支援体制が構築されています。

少子高齢化や核家族化に加え、生活様式や価値観が多様
化したことにより、住民同士で助け合う相互扶助の機能低下
が危惧されています。

Ⅱ.今後の方向性と具体的な展開

【主管課：健康福祉部　社会福祉課】

人口減少や少子高齢化、核家族化といった問題が深刻化し、家族や地域のつながりといったコミュニティが希薄化する中で、「住み慣れた地
域で安心して暮らせるまち」を実現するためには、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、人と人、人と資源が世
代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現が必要である。そのた
め、自治会や民生委員児童委員、社会福祉協議会等と協働し、共に支え合う仕組みづくりを推進している。加えて、8050問題やひきこもりの
増加等、複雑・複合化する課題については、重層的な支援体制の整備を目指し、横断的な支援体制の構築に向けた取り組みを進めてき
た。
また、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなる恐れがある方について、生活困窮者自立支援事業を郡上市社会福祉
協議会に委託し、相談者の実情に合わせた包括的な支援が実施できている。さらに、アウトリーチ支援の実施により、潜在的な生活困窮者
の把握に努めている。支援した結果、自立が難しい場合については、迅速に生活保護に繋げられる体制が構築されている。
一方で、各種計画や制度・事業内容の周知不足や福祉サービスを提供する人員不足が課題となっているが、現在、策定作業を進めている
第３次健康福祉推進計画において今後の施策について協議を行うと共に、課題解決に向けた取り組みを推進していく。

▶後期基本計画策定時の「現状と課題」

評価 目指す姿に向けて概ね順調であるが、一部努力を要する。

Ⅰ.施策の取組効果や達成状況に関する分析（関連する事務事業の成果や積み残されている課題など）

地域ぐるみで支える仕組みが構築され、見守りや福祉活動に関わる人
が増えることにより、支援が必要な人が安心して生活できています。

■施策ごとの評価

〇健康福祉推進計画をはじめとする各種計画、民生委員制度、避難行動要支援者名簿の活用方法について、市民に周知・啓発を進める。
〇第3次健康福祉推進計画を策定するため、市内の各種団体にインタビュ―を実施するとともに、実態把握調査（アンケート調査）の結果を
検証する。
〇地区社協を中心として、地域住民同士のつながりを構築するとともに、地域の福祉課題解決に向けて取り組む。
〇第4期地域福祉活動計画に掲げる施策の推進に向けて、関係機関と連携し各種事業を展開する。
〇重層的支援体制移行準備事業については、支援実績を積み上げながら、複雑課題に対応するための連携体制の構築を目指すとともに、
課題を抱えた住民の社会参加支援を推進するため、地域における活動団体との意見交換会や個別ヒアリングの実施により、住民団体の機
運を醸成し、重層事業への理解と参画を求めていく。
〇避難行動要支援者名簿については、各関係機関への配付時や社協主催の福祉懇談会の場等で、積極的な活用を提案していく。また、
個別避難計画については、今後の活用方法や更新方法等を十分に検討した上で、内容を協議し、本人同意及び計画策定を進めていく。

【成果】
〇重層的支援体制整備の導入に向け、社会福祉協議会、健康福祉部職員、学校教育課職員による重層的支援会議を実地した。また、担
当者会議を実施し、郡上市における重層的支援体制構築に向けた検討を行った。
〇民生委員児童委員活動に対し助成を行い、各種研修を通じた委員の資質向上を図り、支援が必要な人に対する見守り支援活動の推進、
地域住民への相談・援助活動を実施した。
〇郡上市社会福祉協議会に助成を行い、連携して地域福祉の推進を実施した。令和6年度においては、ひとり暮らし高齢者などのちょっとし
た困りごとを支援する「ささえ愛活動」に取り組む組織が1つ増え、計21団体となった他、199団体（内、新規13団体）によるサロン活動、地域福
祉懇談会（28回）、ボランティア育成等を行い、住民主体の活動を支援している。
〇避難行動要支援者名簿を更新し、自治会、民生委員、警察、消防、社協等の関係機関へ提供した。
〇第2次健康福祉推進計画の評価及び第3次健康福祉推進計画の策定のため、実態把握調査（アンケート調査）を実施した。

【課題】
○重層的支援体制整備事業の導入にあたり、支援の担い手となる地域資源の把握と意識醸成を図る必要がある。
○健康福祉推進計画の優先課題である「認知症を防ぎ支える」地域づくりを推進するため、地域事情に即した推進体制を整える必要があ
る。
○市民の身近な相談窓口である民生委員児童委員のなり手不足が懸念される。
○避難行動要支援者名簿について、自治会内（自主防災会での防災訓練等）で、十分に活用されていない実態がある。

■基本方針に係る総括評価（所見）

施策１：地域ぐるみで支え合う仕組みづくりの推進

【責任部長：健康福祉部長】
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障がい者やその家族からの相談が複雑化し、福祉サービスに
求めるニーズも多様化しているため、それらに対応できる支
援体制及び福祉サービスの充実が求められています。

複雑化した問題や多様化したニーズに対応できる相談支援体制が整
い、障がい者やその家族が必要な福祉サービスを利用しながら地域で
安心して暮らすことができています。

評価 目指す姿に向けて概ね順調であるが、一部努力を要する。
▶後期基本計画策定時の「現状と課題」

〇障害児自立支援給付事業、地域生活支援事業等の制度活用により、障がい者が安心して暮らせる環境づくりを進めるとともに、地域の
様々な資源を生かしながら障害福祉サービス事業所等と協力して地域共生社会の実現を目指す。
〇障がい者の就労支援については、自立支援協議会（就労支援部会）、ハローワーク郡上八幡、関市のひまわりの丘障がい者就業・生活支
援センターと連携を取り、障がい者の一般就労移行の支援を実施する。
〇自立支援協議会で研修を実施し満足度、質の向上を目指す。
〇障がい児の支援については、児童通所支援事業、児童発達支援事業を実施し、発達に支援を必要とする児に対して関係機関との連携の
もと療育を行う。また、郡上市自立支援協議会（児童部会）において、引き続き途切れのない支援など、課題に即した協議を実施する。

施策２：障がい者（児）福祉の充実 【主管課：健康福祉部　社会福祉課】

Ⅰ.施策の取組効果や達成状況に関する分析（関連する事務事業の成果や積み残されている課題など）
【成果】
 〇「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」に基づき、障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業、市単事業を実施した。
 〇自立支援協議会（相談・生活・就労・児童）の４部会が年3回の合同研修と定期的に各部会毎に会議を開催し地域課題について事業所と
連携を図った。
 〇郡上市民芸術文化展で自立支援事業所利用者、特別支援学校の作品出品や物販を行うことで自立と社会参加促進に繋げた。
 〇発達に支援が必要な幼児・児童に対し、基本的生活習慣の確立に向けた指導及びコミュニケーション能力の育成等を専門的に行う児童
通所支援事業、児童発達支援事業を実施した。また、児への関わり方に悩みや不安を抱える保護者や精神疾患等をもつ保護者に対して、
適宜相談に応じながら丁寧な支援を行った。

【課題】
 ○障害福祉事業所の経営の安定を図るため、引続き事業所への助言・指導が必要。
 ○事業所の支援員の高齢化・なり手不足が懸念される。
 ○事業所職員の専門知識や接遇スキル向上
 ○長期休暇中の放課後等デイサービスの利用について、児のニーズや保護者の希望が増加しており、指導日数、指導時間、指導場所、指
導員の確保  等、受け入れ体制の整備を行っていく必要がある。

Ⅱ.今後の方向性と具体的な展開
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【成果】
〇生活困窮者に対する自立相談支援事業を郡上市社会福祉協議会に委託し、個別支援を通じて対象者の早期自立を促す支援に加え、
就労準備支援や家計改善支援、アウトリーチ支援を実施した。
〇就労が可能な生活保護受給者に対し、就労支援員を中心としてハローワークとの連携による就労支援を実施した。
〇離職や減収により住居を失った、又はその恐れがある人で就労能力や意欲がある方を対象に、住宅手当を支給し、住宅確保の支援を実
施した。

【課題】
○自立支援事業の対象者や生活保護受給者が課題意識を持っていない場合が多く、速やかな課題解決が困難となっている。
○生活保護受給者の医療費負担が大きい。
○自立相談支援機関と連携し、対象者の自活に向けた就労支援や家計改善支援等を継続的に実施する必要がある。

評価 目指す姿に向けて概ね順調であるが、一部努力を要する。

■関連する個別計画の有無

有 　第2次健康福祉推進計画、第4期郡上市地域福祉計画、郡上市第7期障がい福祉計画、郡上市第3期障がい児福祉計画

▶後期基本計画策定時の「現状と課題」
心や身体の不調による離職や、社会情勢の影響による失職
など、生活困窮に関する相談が増加・複雑化しています。

様々な事情により生活困窮に陥った人に対する相談窓口や支援体制
が整っており、一人ひとりの実情に合わせた支援により自立した生活を
送ることができています。

Ⅰ.施策の取組効果や達成状況に関する分析（関連する事務事業の成果や積み残されている課題など）

Ⅱ.今後の方向性と具体的な展開
〇庁内及び関係機関との連携を密にし、複雑な問題を抱える相談者に対する支援体制を充実させる。
〇アウトリーチ支援員による訪問型支援や、情報発信（相談窓口チラシの配布等）にて、潜在的な支援対象者の把握と発見に努める。
〇被保護者健康管理事業を活用し、被保護者に対する生活指導や医療機関の適正受診指導を実施する。
〇重層的支援体制整備事業への移行準備事業にて、行政・支援関係機関・住民による横断的な支援体制の構築を目指す。

施策３：生活困窮者の自立支援

■後期基本計画策定後新たに生じた課題等

【主管課：健康福祉部　社会福祉課】


